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7１ 日の丸焼却と表現の自由（上）（高良鉄美）

註（
１
）
い
き
な
り
タ
イ
ト
ル
に
脚
註
が
つ
く
と
い
う
の
も
め
ず
ら
し
い
が
、
表
現
の
自
由
と
い
う
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ン

パ
ク
ト
や
麗
句
使
用
の
理
由
鋭
明
の
必
要
等
を
考
慮
し
た
表
現
方
法
の
一
つ
と
し
て
型
に
は
ま
る
必
要
の
な
い
性
質
の
も
の
で
あ

る
。
さ
て
、
な
ぜ
「
国
旗
」
と
い
う
語
を
使
用
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
本
文
中
で
紹
介
す
る
「
日
の
丸
焼
却
事
件
麻
訟
」
に

お
い
て
「
日
の
丸
」
は
「
国
旗
」
で
あ
る
の
か
、
そ
の
法
的
根
拠
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
詳
し
く
は
本
稿
二
参
照
。

六 五四三二 日
の
丸
焼
却
と
表
現
の
自
由
（
上
）

１学
習
指
導
要
領
と
日
の
丸
・
君
が
代
（
以
上
本
号
）

ア
メ
リ
カ
で
の
国
旗
焼
却
事
件

日
の
丸
焼
却
事
件
裁
判
の
ゆ
く
え

ｌ
合
衆
国
最
高
裁
判
例
を
参
考
に
’

四
五
歳
の
日
本
国
憲
法
へ
望
む
こ
と

い
ま
、
な
ぜ
曰
の

日
の
丸
鉾
露
即
事
陛
叩

な
ぜ
日
の
丸
か

高
良
鉄
美
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一
い
ま
、
な
ぜ
日
の
丸
か

（
１
）

キ
ー
ソ
、
鋭
い
金
属
音
を
残
し
て
ア
メ
リ
カ
ン
航
空
機
は
一
路
一
ア
キ
サ
ス
の
ダ
ラ
ス
・
フ
ォ
ト
ワ
ー
ス
空
港
へ
向
け
て
成
田
を
飛

び
立
っ
た
。
一
九
八
九
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
元
号
が
変
わ
っ
て
約
半
年
が
経
っ
て
い
た
が
、
社
会
の
動

き
は
ま
だ
何
か
落
ち
着
い
て
い
る
様
子
で
は
な
か
っ
た
。
平
成
に
変
わ
っ
て
早
々
に
日
の
丸
・
君
が
代
の
強
制
を
打
ち
出
し
た
新
学

（
２
）

習
指
導
要
領
が
笙
口
示
さ
れ
た
。
国
家
権
力
が
国
民
の
自
由
や
も
の
の
考
え
方
を
強
制
的
に
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
姿
が
、
陽
炎
の
よ
う

に
立
ち
込
め
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
沖
縄
で
は
毎
年
、
卒
業
式
・
入
学
式
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
日
の
丸
・
君
が
代
を
め
ぐ
っ

（
３
）

て
騒
然
と
し
て
く
る
が
、
〈
「
後
は
ど
う
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
？
・
沖
縄
国
体
の
際
に
起
き
た
日
の
丸
焼
却
事
件
の
裁
判
は
ど
う
展
開

（
４
）

し
て
い
く
の
だ
ろ
う
？
・
地
方
自
治
体
独
自
の
休
日
を
認
め
な
い
と
い
う
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
沖
縄
住
民
の
気
持
ち

（
６
）

を
無
視
し
た
慰
霊
の
日
休
日
廃
止
の
問
題
は
ど
ん
な
結
末
に
な
る
の
だ
ろ
う
？
．
様
々
な
思
い
を
胸
に
日
本
を
あ
と
に
し
た
の
だ
っ

ゴ
ー
、
離
陸
か
ら
一
○
時
間
以
上
は
経
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
ま
だ
機
内
で
あ
る
。
原
稿
の
締
切
に
追
わ
れ
て
徹
夜
し
た
そ
の
足
で

出
国
し
た
お
か
げ
で
、
時
差
ボ
ケ
な
ど
は
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
。
程
な
く
、
眼
下
に
広
大
な
ダ
ラ
ス
の
町
が
見
え
て
き
た
。
五
年
前

の
一
九
八
四
年
、
こ
の
町
で
共
和
党
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
た
際
、
当
時
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
に
抗
議
し
、
合
衆
国
国
旗
が
焼
却
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
そ
し
て
つ
い
二
週
間
ほ
ど
前
（
一
九
八
九
年
六
月
二
○
日
）
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
そ
の
事
件
に
対

し
、
被
告
人
の
行
為
を
「
こ
の
国
の
政
治
に
対
す
る
不
満
の
表
現
、
す
な
わ
ち
修
正
第
一
条
の
価
値
の
中
核
を
な
す
表
現
」
と
し
て

（
６
）

と
ら
え
、
テ
キ
サ
ス
州
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
グ
ラ
ス
で
乗
り
換
え
た
ア
メ
リ
カ
ン
航
空
イ
ー
グ
ル
機
は
、
そ
の

合
衆
国
最
高
裁
の
所
在
す
る
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
と
私
を
運
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
八
九
年
夏
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
国
民
の
間
で
最
大
の
憲
法
的
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
国
旗
焼
却
（
国
、
、
冒
目
旨
、
）

た
。
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（
７
）

の
問
題
と
堕
胎
（
シ
ケ
・
同
威
・
自
）
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
両
者
と
も
折
に
触
れ
て
、
と
く
に
選
挙
の
際
に
、
今
で
も
話
題
に
上
っ

て
く
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
の
夏
は
イ
ラ
ク
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
侵
攻
し
て
、
世
界
の
非
難
を
浴
び
、
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
て

い
た
が
、
イ
ラ
ク
は
国
連
決
議
を
実
行
し
よ
う
と
せ
ず
、
つ
い
に
湾
岸
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
戦
争
の
間
、
連
合
軍
へ
十
王
加
部
隊
を
送
っ

た
ア
メ
リ
カ
の
家
々
で
は
星
条
旗
を
掲
げ
る
光
景
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
た
。
戦
争
の
終
結
の
あ
と
は
、
凱
旋
パ
レ
ー
ド
に
見
る
、

外
部
か
ら
す
れ
ば
異
常
な
ま
で
の
戦
勝
フ
ィ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
星
条
旗
の
大
乱
舞
。
さ
す
が
に
こ
の
頃
は
国
藤
焼
却
主
義
者

（
国
四
ｍ
‐
目
目
の
旬
）
も
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
い
た
が
、
い
ず
れ
ま
た
国
の
政
治
に
対
す
る
不
満
が
溢
れ
て
く
れ
ば
、
国
旗
糖
却
事
件
は
起

（
８
）

こ
る
ベ
ノ
、
し
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
そ
の
間
、
大
桂
顕
、
議
会
、
そ
し
て
一
般
国
民
か
ら
も
反
対
・
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
、
敢
然
と
恵
法
修
正
第
一
条
の
保
護

す
る
言
論
の
自
由
を
守
っ
た
合
衆
国
最
高
裁
判
所
と
対
照
的
に
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
日
の
丸
・
君
が
代

の
強
制
部
分
の
先
取
り
実
施
を
約
二
カ
日
優
に
ひ
か
え
た
一
九
九
○
年
一
月
一
八
日
、
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
性
を
認
め
る
判

（
９
）

決
を
下
Ｉ
し
た
。
そ
し
て
な
ん
と
同
じ
日
に
、
日
本
は
民
主
主
義
の
国
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
海
の
向
こ
う
の
ア
メ
リ
カ
人
を
驚
か
せ

た
事
件
が
起
き
て
い
る
。
「
日
本
に
は
一
一
一
一
口
論
の
自
由
は
な
い
の
で
す
か
」
私
は
何
度
こ
の
質
問
を
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
昭
和
天
皇
が

ま
だ
病
床
に
伏
し
て
い
た
頃
の
一
九
八
八
年
一
二
月
、
市
議
会
で
の
一
般
質
問
に
答
え
て
天
皇
の
戦
争
瞥
荏
に
対
す
る
自
分
の
考
え

（
加
）

を
述
べ
た
長
崎
市
長
が
狙
撃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
連
想
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
が
、
天
皇
・
日
の
丸
・
君
が
代
の
一
一
一
者
の
結
び
つ
き
は
非

常
に
密
接
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
渡
米
前
に
日
本
の
動
き
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
危
倶
の
念
は
相
当
程
度
当
た
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
日
本
の
最
高
裁
の
判
決
か
ら
五
日
後
、
裁
判
所
か
ら
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
た
文
部
大
臣
は
改
め
て
日
の
丸
・
君
が
代
の
指

導
徹
臆
を
強
調
し
て
い
ａ
Ⅶ
）

帰
国
早
々
に
飛
び
込
ん
で
き
た
ニ
ュ
ー
ス
は
、
卒
業
式
・
入
学
式
で
の
日
の
丸
掲
揚
に
反
対
行
動
を
採
っ
た
り
、
君
が
代
斉
唱
の
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指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
な
ど
と
し
て
、
小
学
校
教
諭
ら
一
四
人
が
福
岡
県
議
睾
旦
舎
員
会
か
ら
懲
瀞
航
芽
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
つ

（
胆
）

た
。
「
同
じ
も
の
の
考
え
方
以
外
を
許
さ
な
い
。
こ
れ
か
れ
に
対
し
て
は
尊
敬
の
念
を
抱
き
な
さ
い
。
」
と
強
制
す
る
｝
」
と
は
、
思

想
・
信
条
の
自
由
お
よ
び
言
論
の
自
由
と
い
う
憲
法
の
基
本
的
人
権
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
い
ま
問
わ
れ
て
い

る
の
は
日
本
の
民
主
主
義
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
い
ま
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
日
の
丸
焼
却
事

件
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
も
つ
意
義
は
、
小
さ
く
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
法
と
人
権
を
他
の
国
家
機
関
の
圧
力
か
ら
プ

ロ
テ
ク
ト
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
の
か
、
ひ
い
て
は
「
憲
法
の
番
人
」
が
そ
の
名
を
国

民
お
よ
び
政
治
機
関
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
…
…
（
こ
の
リ
ー
ダ
の
部
分
は
読
者
へ
の
筆
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
一
室
視
の
内
容
は
伝
わ
る
と
思
う
が
、
い
か
が
な
も
の
か
）
。

睦

（
１
）
小
説
風
の
書
き
出
し
で
あ
る
が
、
学
術
書
に
タ
ブ
ー
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
何
か
目
に
見
え
な
い
押
し
つ
け
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い

る
日
本
の
動
き
を
気
に
掛
け
な
が
ら
の
旅
立
ち
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
太
平
洋
の
向
こ
う
側
の
ア
メ
リ
カ
の
も
つ
「
自
由
と
い
う
こ
と
」
と
日
本

の
そ
れ
と
の
隔
た
り
を
表
現
す
る
に
は
航
空
機
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
感
ず
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
ほ
し
い
。

（
２
）
’
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
三
月
一
五
日
告
示
。
小
学
校
は
平
成
四
年
、
中
学
校
、
高
校
は
そ
れ
ぞ
れ
平
成
五
年
、
六
年
の
実
施
だ
が
、
日

の
丸
・
君
が
代
に
つ
い
て
は
平
成
二
年
に
先
取
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
本
稿
三
参
照
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
沖
縄
国
体
で
の
日
の
丸
焼
却
事
件
が
起
こ
る
半
年
以
上
も
前
に
、
沖
縄
県
中
部
の
読
谷
高
校
の
卒
業
式
で
生
徒
に
よ
る
日
の
丸

投
げ
捨
て
騒
ぎ
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
翌
年
の
卒
業
式
に
は
校
門
前
に
右
翼
の
車
も
現
れ
て
い
る
（
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
三
月
八
日
夕
刊
）
。

（
４
）
一
九
八
七
年
十
月
二
六
日
、
読
谷
村
で
開
か
れ
た
沖
縄
国
体
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技
開
始
式
で
、
一
人
の
男
に
よ
っ
て
日
の
丸
が
掲
揚
ポ
ー

ル
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
焼
か
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
あ
っ
と
い
う
間
の
出
来
事
で
関
係
者
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
（
沖
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縄
タ
イ
ム
ス
’
九
八
七
年
十
月
二
六
日
夕
刊
）
。
な
お
男
は
同
日
夕
方
「
私
が
や
っ
た
」
と
出
頭
し
た
（
同
二
七
日
朝
刊
）
。

（
５
）
沖
縄
県
は
土
曜
閉
庁
に
伴
う
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
を
受
け
「
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
案
」
を
県
議
会
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
従
え

ば
六
月
二
三
日
の
「
慰
霊
の
日
」
の
県
職
員
の
休
日
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
多
く
の
団
体
が
「
慰
盆
の
日
」
休

日
の
存
続
を
訴
え
た
。
県
内
の
憲
法
・
行
政
法
研
究
者
も
「
慰
璽
の
日
」
休
日
の
存
続
を
求
め
る
声
明
を
発
表
し
た
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八

九
年
六
年
二
一
一
一
日
朝
刊
）
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
九
一
年
三
月
に
地
方
自
治
法
の
大
幅
な
改
正
が
あ
り
、
条
件
付
き
な
が
ら
地
方
自
治
体
独

自
の
休
日
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
沖
縄
県
の
世
論
が
再
改
正
に
一
役
買
っ
た
の
で
あ
る
。
大
改
正
の
故
に
、
そ
れ
に
対
す
る
解
説
。

批
評
の
類
に
つ
い
て
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
成
田
頼
明
「
待
望
さ
れ
て
い
た
地
方
自
治
法
の
大
幅
改
正
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
二
号
十
頁
以

下
）
、
仲
地
博
「
地
方
自
治
法
、
十
七
年
ぶ
り
の
大
改
正
」
（
法
と
民
主
主
義
二
五
九
号
五
八
頁
以
下
）
な
ど
参
照
。

（
６
）
弓
の
Ｈ
口
切
『
・
』
・
ゴ
ロ
ｍ
ｏ
Ｐ
ヨ
Ｆ
三
合
『
Ｐ
】
９
，
．
９
・
的
田
②
（
Ｓ
ｇ
）
．
な
お
、
こ
の
種
の
政
治
的
表
現
に
適
用
さ
れ
る
限
り
で
と
い

う
適
用
違
憲
の
判
示
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
反
響
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
本
稿
四
参
照
。

（
７
）
前
註
の
弓
の
洪
口
の
く
・
』
○
ず
。
⑪
。
ｐ
か
ら
一
一
一
日
後
、
合
衆
国
最
高
裁
は
ヨ
の
す
、
一
の
円
く
・
幻
の
□
『
。
：
。
ご
く
の
田
の
巴
吾
の
⑩
。
旨
＄
巴

伊
言
忠
囹
》
Ｓ
の
、
．
○
一
・
四
三
つ
（
】
⑪
＄
）
に
お
い
て
堕
胎
を
規
制
す
る
ミ
ズ
ー
リ
州
法
の
規
定
を
五
対
四
で
支
持
し
た
。
同
裁
判
所
は
「
人

間
の
生
命
は
任
娠
に
始
ま
る
」
と
い
う
ミ
ズ
ー
リ
州
の
法
律
の
前
文
は
単
な
る
価
値
判
断
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
州
に
よ
る
堕
胎
規

制
を
限
定
し
た
勾
○
の
ご
・
三
目
の
》
一
ｓ
□
・
の
．
』
屋
（
］
召
』
）
判
決
と
矛
盾
し
な
い
と
し
て
い
る
が
、
州
の
堕
胎
規
制
を
こ
れ
ま
で
よ
り

認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
堕
胎
の
権
利
を
主
張
す
る
女
性
運
動
家
や
そ
の
支
持
者
か
ら
大
反
対
が
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
８
）
国
旗
焼
却
主
義
者
と
は
国
旗
を
焼
却
し
よ
う
と
い
う
主
義
・
主
張
を
持
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
団
体
や
個
人
を
必
ず
し
も
指
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
ど
う
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
国
威
を
焼
く
と
い
う
の
は
言
語
道
断
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
、
政
治
的
不
満
に
駆
ら
れ
て
衝
動

的
に
国
麟
を
焼
い
た
者
も
含
め
て
彼
ら
を
可
］
Ｐ
伽
‐
日
日
の
旬
ま
た
は
句
］
Ｐ
、
‐
す
Ｅ
３
目
、
勺
Ｈ
○
一
の
、
←
の
『
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
裁
判
所

の
前
で
、
あ
る
い
は
州
議
会
の
前
で
国
旗
が
焼
か
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
私
の
滞
米
中
に
何
度
か
あ
り
、
政
治
的
不
満
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と

し
て
の
役
目
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）
伝
習
館
高
校
事
件
判
決
（
殴
高
裁
第
一
小
法
廷
、
判
例
時
報
一
三
三
七
号
三
頁
）
。
こ
れ
に
よ
り
日
の
丸
・
君
が
代
の
義
務
化
に
影
製
が
あ
っ
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一
九
八
七
年
一
○
月
二
五
日
、
第
四
二
回
国
民
体
育
大
会
秋
季
大
会
（
沖
縄
海
邦
国
体
）
が
華
や
か
に
開
幕
し
た
。
昭
和
天
皇
の

（
１
）

「
お
言
葉
」
を
皇
太
子
（
現
平
成
天
皇
）
が
代
読
し
、
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
各
競
技
は
そ
れ
ぞ
れ
の

会
場
で
行
な
わ
れ
る
。
翌
二
六
日
午
前
、
少
年
男
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技
の
開
始
式
が
読
谷
村
平
和
の
森
球
場
で
行
な
わ
れ
た
。
グ

ラ
ウ
ン
ド
に
は
各
県
代
表
選
手
団
が
整
列
し
、
弘
瀬
勝
日
本
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
長
が
壇
上
で
あ
い
さ
つ
を
は
じ
め
た
。
ま
だ
あ
い

さ
つ
の
続
い
て
い
る
間
に
、
バ
ッ
ク
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
メ
イ
ン
ポ
ー
ル
に
掲
揚
さ
れ
た
日
の
丸
が
男
に
よ
っ
て
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
、

さ
ら
に
煙
が
上
が
っ
た
。
男
は
そ
の
ま
ま
芝
生
席
に
降
り
逃
走
し
た
。
警
察
は
た
だ
ち
に
捜
査
を
開
始
し
た
が
、
事
件
当
時
の
現
場

二
日
の
丸
焼
却
事
件

（
蛆
）
長
崎
市
識
会
で
の
天
皇
戦
争
責
任
発
言
以
来
、
何
度
も
実
弾
入
り
脅
迫
状
が
お
く
ら
れ
て
き
た
り
、
市
収
入
役
室
の
窓
ガ
ラ
ス
に
実
弾
が
打

ち
込
ま
れ
た
り
し
て
い
た
が
、
狙
撃
に
よ
る
言
論
圧
殺
に
市
民
や
評
論
家
の
間
で
は
シ
ョ
ッ
ク
と
と
も
に
強
い
怒
り
を
感
じ
て
い
る
（
朝
日
新

聞
一
九
九
○
年
一
月
一
九
日
朝
刊
）
。

（
ｕ
）
朝
日
新
聞
一
九
九
○
年
一
月
二
四
日
朝
刊
。

（
⑫
）
朝
日
新
聞
一
九
九
一
年
八
月
七
日
朝
刊
。
福
岡
県
内
の
小
学
校
教
諭
ら
を
停
職
、
減
給
、
戒
告
な
ど
の
処
分
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
内
で
二
人
が
最
も
重
い
三
カ
月
の
停
職
処
分
を
受
け
た
。
一
人
は
中
間
市
内
の
小
学
校
教
諭
で
、
「
国
旗
掲
揚
」
を
妨
害
し
、
「
国
歌
斉

唱
」
の
際
に
担
任
の
児
童
を
着
席
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
人
は
春
日
市
内
の
中
学
校
教
諭
で
、
生
徒
に
音
楽
の
教
科
瞥
の
君
が

代
の
欄
に
バ
ツ
印
を
つ
け
る
よ
う
指
導
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

事
件
の
概
要

た
と
考
え
ら
れ
、

月
一
九
日
朝
郭
刊
）
。

文
部
省
は
国
旗
・
国
歌
の
問
題
に
つ
い
て
新
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ
た
指
導
を
期
待
し
て
い
る
（
朝
日
新
聞
一
九
九
○
年
一
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は
日
の
丸
掲
揚
に
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ
や
右
翼
関
係
者
が
か
け
つ
け
て
お
り
、
騒
然
と
し
て
い
た
た
め
、
思
う
よ
う
に
捜
査
は
進
ま

な
か
っ
た
。
日
の
丸
や
大
公
金
旗
が
掲
揚
さ
れ
て
か
ら
数
分
後
の
あ
っ
と
い
う
間
の
出
来
事
で
、
し
か
も
多
く
の
観
衆
の
目
前
で
公
然

と
な
さ
れ
た
こ
と
に
、
関
係
者
ら
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
あ
と
式
典
は
そ
の
ま
ま
続
行
さ
れ
起
屯

な
お
、
事
件
当
日
の
一
一
六
日
午
後
六
時
、
平
和
の
た
め
の
読
谷
村
実
互
舎
頁
会
・
知
花
昌
一
代
表
が
弁
護
士
に
伴
わ
れ
、
沖
縄
市

内
の
派
Ⅲ
四
所
に
「
私
が
や
っ
た
」
と
し
て
出
頭
し
て
き
た
。
警
察
は
任
意
取
り
調
べ
の
あ
と
、
建
造
》
物
侵
入
お
よ
び
器
物
破
損
罪
の

容
疑
で
知
花
代
表
を
逮
捕
し
た
。
彼
は
「
国
体
は
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
日
の
丸
・
君
が
代
は
必
要
な
い
」
と
語

り
、
さ
ら
に
読
谷
村
が
、
日
の
丸
・
君
が
代
膜
対
す
る
八
千
人
の
反
対
署
名
や
議
会
決
議
な
ど
、
村
民
総
意
の
国
体
を
作
ろ
う
と
そ

の
成
功
を
目
指
し
て
い
た
矢
先
に
、
村
民
の
気
持
ち
を
踏
み
に
じ
る
弘
瀬
日
本
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
長
の
発
言
に
強
い
憤
り
を
感
じ

（
３
）

た
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
弘
瀬
発
言
に
対
す
る
憤
り
が
一
眞
接
の
動
機
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
て
》
」
こ
で
、
弘

瀬
発
言
お
よ
び
国
体
前
の
国
の
動
き
を
み
て
み
よ
う
。

背
景

一
九
八
五
年
五
月
九
日
、
文
部
省
は
各
都
道
府
県
お
よ
び
政
令
指
定
都
市
に
対
し
「
国
歌
と
国
旗
の
適
切
な
取
り
扱
い
の
徹
底
」

を
求
め
る
初
等
中
等
教
育
局
長
名
の
通
知
を
出
し
た
。
公
立
学
校
の
入
学
式
・
卒
業
式
に
は
、
日
の
丸
掲
揚
・
君
が
代
斉
唱
を
徹
底

す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
文
部
省
調
べ
の
昭
和
五
九
年
度
卒
業
式
に
お
け
る
日
の
丸
掲
揚
・
君
が
代
斉
唱
の
状
況

（
６
）

が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
目
立
っ
て
い
る
の
は
沖
縄
県
の
公
立
校
に
お
け
る
日
の
丸
掲
揚
・
君
が
代
斉
唱
率
の
低
さ
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
高
校
に
お
け
る
日
の
丸
掲
揚
率
に
つ
い
て
九
州
各
県
が
軒
並
み
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
沖
縄
県
は
○

パ
ー
セ
ン
ト
、
君
が
代
に
つ
い
て
は
、
徳
島
、
香
川
、
そ
し
て
お
隣
の
鹿
児
島
が
小
・
中
。
高
と
も
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
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国
体
本
番
を
真
近
に
控
え
た
一
九
八
七
年
一
○
月
一
八
日
、
模
擬
国
体
が
行
な
わ
れ
た
が
、
日
の
丸
・
君
が
代
に
反
対
し
て
、
退

場
、
不
起
立
な
ど
が
一
部
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
県
教
育
庁
は
指
導
強
化
を
図
る
こ
と
に
し
た
。
一
方
、
沖
教
組
は
国
体
で
の

日
の
丸
・
君
が
代
に
つ
い
て
演
奏
し
な
い
、
起
立
し
な
い
な
ど
の
方
針
を
決
め
て
お
り
、
こ
の
闘
争
は
本
番
ま
で
も
続
く
様
相
を
呈

（
５
）

に
対
し
、
沖
縄
の
場
〈
口
い
ず
れ
も
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
日
の
丸
に
限
っ
て
い
え
ば
、
小
・
中
・
高
と
も
一
○

○
パ
ー
セ
ン
ト
実
施
が
八
県
も
あ
り
、
む
し
ろ
沖
縄
か
ら
す
れ
ば
そ
の
高
率
さ
に
驚
き
を
感
ず
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
頃
、
沖
縄
で
は
二
年
後
に
国
体
を
控
え
、
日
の
丸
・
君
が
代
を
ど
う
扱
う
か
の
議
論
が
続
い
て
お
り
、
県
の
推
進
の
姿
勢
に

対
し
、
市
民
団
体
・
労
働
団
体
は
反
対
を
唱
え
て
い
た
。
八
月
二
七
日
に
県
当
局
は
「
断
行
」
の
結
論
諜
一
出
し
た
も
の
の
、
な
お
攻

防
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
部
省
の
徹
底
通
知
。
二
年
後
の
国
体
を
に
ら
ん
だ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
「
沖
縄
の
心
に
踏

み
絵
」
を
課
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
、
沖
縄
県
議
会
で
も
議
論
さ
れ
た
が
、
一
○
月
二
日
に
、
日
の
丸
と
君
が
代
の
促
進
を

求
め
る
決
議
が
委
員
会
で
可
決
さ
れ
、
一
六
日
の
本
会
議
で
は
午
後
一
一
時
す
ぎ
に
、
日
の
丸
・
君
が
代
促
進
決
議
が
な
さ
れ
た
。

し
か
し
、
沖
縄
の
過
去
の
重
さ
や
県
民
の
感
情
を
考
え
る
と
そ
の
後
も
混
乱
が
続
く
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
藤
本
沖
縄（
６
）

開
発
庁
長
官
は
、
沖
縄
県
内
の
学
校
で
の
日
の
丸
蒋
掴
陽
問
題
に
つ
い
て
、
「
強
制
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
。

’
九
八
六
年
三
月
の
卒
業
式
は
、
前
年
の
文
部
省
の
徹
底
通
知
の
圧
力
が
効
い
て
沖
縄
県
内
の
高
校
卒
業
式
で
八
割
が
日
の
丸
を

（
７
）

掲
げ
て
い
る
。
若
い
世
代
で
は
日
の
丸
に
好
感
を
持
っ
て
い
る
の
が
半
数
に
Ｊ
Ｄ
満
た
な
い
沖
縄
県
民
の
意
識
、
と
く
に
中
部
地
区
は

高
年
齢
層
を
含
め
た
全
体
を
み
て
も
日
の
丸
に
好
感
を
も
つ
も
の
は
約
半
数
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
識
状
況
は
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

（
８
）

な
い
だ
ろ
う
。

（
９
）

Ｉ
し
て
い
た
。

日
の
丸
焼
却
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
読
谷
村
で
は
、
村
議
会
が
日
の
丸
の
押
し
つ
け
に
反
対
の
議
決
を
し
て
お
り
、
ま
た
村
民
か
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事
件
の
波
紋

知
花
代
表
が
告
訴
さ
れ
た
前
日
の
一
九
八
七
年
一
○
月
二
八
日
深
夜
、
読
谷
村
内
の
一
軒
の
ス
ー
パ
ー
の
入
口
か
ら
煙
が
出
て
い

る
の
を
通
行
人
が
見
つ
け
通
報
し
た
。
日
の
丸
焼
却
事
件
の
知
花
被
告
の
所
有
す
る
ス
ー
パ
ー
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
月
八
日
、

読
谷
村
内
の
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
（
自
然
壕
）
入
り
口
に
建
立
さ
れ
て
い
た
「
世
代
を
結
ぶ
平
和
の
像
」
が
ハ
ン
マ
ー
な
ど
で
破
壊
さ
れ
、

現
場
に
は
「
天
諜
」
と
欠
い
た
紙
片
が
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
事
件
に
対
し
衷
夙
や
各
地
で
「
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
世
代
を

ら
も
日
の
丸
掲
揚
に
つ
い
て
八
千
四
百
人
も
の
反
対
署
名
が
あ
っ
た
。
日
の
丸
を
掲
げ
な
い
国
体
が
村
の
総
意
で
あ
り
、
村
長
も
そ

（
Ⅲ
）

の
意
向
で
あ
っ
た
。
村
民
総
意
の
国
体
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
大
会
を
待
ち
望
ん
で
い
た
矢
先
の
一
九
八
七
年
一
○
月
一
一
一
一
日
、
弘
瀬

（
Ⅱ
）

〈
室
長
は
地
元
高
知
で
「
日
の
丸
掲
揚
・
君
が
代
斉
唱
は
国
体
開
催
要
項
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
村
が
そ
れ
を
や
ら
な
い
の
な
ら
、

会
場
地
を
変
更
す
る
」
と
表
明
し
、
読
谷
村
に
も
通
告
し
て
き
た
。
こ
の
発
言
は
、
大
会
を
目
前
に
し
た
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
会
場
地
読

谷
村
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
山
内
読
谷
村
長
は
「
県
民
が
そ
の
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
国
体
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
に
、
日
本
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
の
通
告
は
日
の
丸
・
君
が
代
を
踏
み
絵
に
し
た
圧
力
」
で
あ
る
と
し
て
弘
瀬
発
言
に
遺
憾
の
意
を

表
明
し
起
屯
こ
れ
に
対
し
、
弘
瀬
会
長
も
国
体
開
催
要
項
を
強
調
し
、
会
場
変
更
も
辞
さ
な
い
強
硬
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
事
態
は
深
刻

化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
憂
慮
し
た
県
お
よ
び
県
体
協
は
調
停
活
動
を
行
な
い
、
よ
う
や
く
双
方
が
歩
み
寄
っ
て
、
君
が
代
斉
唱
抜

（
肥
）

き
の
日
の
丸
掲
揚
で
ぎ
り
ぎ
り
の
ム
ロ
意
を
し
、
会
場
変
更
、
選
手
引
き
揚
げ
と
い
う
最
悪
の
事
態
は
避
け
ら
れ
た
。
こ
の
妥
協
の
故

（
Ⅱ
》

に
、
村
民
の
国
体
を
成
功
さ
せ
た
い
気
持
ち
を
汲
ん
で
、
村
長
は
断
腸
の
思
い
で
日
の
丸
を
掲
揚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
の

丸
焼
却
事
件
の
発
生
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技
が
す
べ
て
終
了
し
た
一
○
月
二
九
日
、
読
谷
村
は
逮
捕
さ
れ
た
知
花
代
表
を
器

（
閲
）

物
損
壊
で
生
巨
訴
し
た
。
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（
Ⅳ
）

賛
｛
加
重
シ
数
で
採
択
し
た
。

結
ぶ
平
和
の
像
破
壊
に
抗
議
し
考
え
る
集
会
」
な
ど
が
開
か
れ
、
日
の
丸
焼
却
事
件
の
知
花
昌
一
被
告
を
支
援
す
る
こ
と
を
決
め
て

（
川
）

い
る
。
日
の
丸
焼
却
事
件
を
は
じ
め
、
ス
ー
パ
ー
ヘ
の
放
火
、
平
和
の
像
破
壊
と
大
き
な
事
件
が
連
続
し
て
起
き
た
読
谷
村
で
は
、

議
会
が
「
日
の
丸
焼
却
・
世
代
を
結
ぶ
平
和
の
像
破
壊
な
ど
民
主
主
義
を
否
定
す
る
一
切
の
暴
力
行
為
を
許
さ
な
い
宣
言
決
議
」
を

こ
う
し
た
中
で
、
一
人
の
男
性
が
公
務
執
行
妨
害
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
日
の
丸
焼
却
事
件
発
生
当
時
、
日
の
丸
を
焼
き
捨
て
た
知

花
昌
一
被
告
を
追
跡
中
の
警
察
官
の
前
面
に
立
ち
ふ
さ
が
る
な
ど
し
、
そ
の
行
動
を
妨
害
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ（
岨
）

の
公
務
執
行
妨
害
罪
に
問
わ
れ
た
の
は
、
知
花
盛
康
被
告
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
一
一
人
目
の
知
花
さ
ん
が
登
場
す
る
一
」
と
に
な
っ
た
。

（
叩
）

一
方
、
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
の
世
代
を
結
ぶ
平
和
の
像
破
壊
事
件
で
、
警
察
は
右
翼
二
人
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
後
、
同
犯
行
お
よ
び
ス
ー

（
ね
）

パ
ー
放
火
事
件
に
加
わ
っ
た
と
し
て
さ
ら
に
一
一
人
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
は
実
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
。

国
体
の
最
中
に
起
こ
っ
た
日
の
丸
焼
却
事
件
。
国
体
期
間
中
に
与
え
た
衝
撃
も
大
き
か
っ
た
が
、
事
件
の
波
紋
は
さ
ら
に
国
体
後

に
大
き
く
広
が
っ
た
。
弘
前
大
学
で
は
一
九
八
八
年
二
月
二
日
の
建
国
記
念
日
に
、
同
大
学
正
門
に
掲
げ
ら
れ
た
日
の
丸
が
、
同

大
学
の
無
党
派
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
取
り
外
さ
れ
た
。
学
生
ら
は
「
沖
縄
国
体
で
の
日
の
丸
焼
き
捨
て
に
示
さ
れ
た
沖
縄
県
民
の
怒

（
、
）

り
に
私
た
ち
は
無
関
心
で
い
ら
れ
な
い
」
と
話
し
て
い
た
。
同
年
、
立
教
大
学
は
学
生
の
声
も
あ
っ
て
〈
「
後
卒
業
式
や
入
学
式
で
の

日
の
丸
掲
揚
を
取
り
止
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
内
の
小
学
校
で
も
、
同
年
の
卒
業
式
か
ら
日
の
丸
掲
揚
を

（
配
）

や
め
て
い
る
。
》
」
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
散
発
的
に
あ
っ
た
日
の
丸
・
君
が
代
に
反
対
す
る
動
き
が
、
全
国
的
に
広
が
り
、
活
発
化
し

て
き
た
。
今
、
日
の
丸
・
君
が
代
が
我
々
に
問
い
か
け
て
い
る
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
。
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（
２
）
弘
瀬
会
長
の
言
葉
が
一
瞬
途
切
れ
た
が
、
そ
の
ま
ま
続
行
さ
れ
た
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
○
月
二
六
日
夕
刊
）
。
こ
の
式
典
が
混

乱
を
生
じ
る
こ
と
な
く
続
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
々
裁
判
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
本
稿
四
で
み
る
合
衆
国

最
高
裁
の
弓
の
Ｘ
開
く
。
］
ｏ
弓
の
。
ご
事
件
で
は
、
何
ら
公
共
の
安
全
に
直
接
的
危
険
が
な
か
っ
た
こ
と
も
州
の
主
張
を
退
け
た
一
つ
の
理
由

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
○
月
二
七
日
朝
刊
。

（
４
）
朝
日
新
聞
一
九
八
五
年
九
月
一
○
日
朝
刊
お
よ
び
同
二
八
日
朝
刊
。

（
５
）
こ
の
三
県
は
、
日
の
丸
掲
揚
、
君
が
代
斉
唱
の
両
方
に
つ
い
て
、
小
、
中
、
高
と
も
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
実
施
率
で
あ
る
。

（
６
）
そ
の
後
藤
本
長
官
は
「
こ
の
前
の
発
言
は
国
旗
掲
揚
を
義
務
づ
け
る
法
律
が
な
い
、
と
い
う
意
味
か
ら
申
し
上
げ
た
。
あ
く
ま
で
法
律
論
」

と
説
明
し
た
が
（
朝
日
新
聞
一
九
八
五
年
一
○
月
九
日
朝
刊
）
、
こ
の
法
律
論
こ
そ
日
の
丸
焼
却
事
件
訴
訟
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
選
挙
遊
説
で
沖
縄
訪
問
中
で
あ
っ
た
中
曽
根
首
相
は
一
九
八
六
年
六
月
二
一
日
、
文
部
省
の
日
の
丸
・
君
が
代
の
徹
底
通
達
に
つ
い

て
「
国
と
い
う
運
命
共
同
体
の
結
束
を
維
持
す
る
う
え
で
象
徴
は
必
要
だ
」
と
し
、
今
後
も
指
導
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
「
こ
れ
は
、

物
理
的
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
理
解
と
協
力
を
求
め
」
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
選
挙
を
意
識
し
て
か
、
「
沖
縄

に
つ
い
て
は
、
悲
惨
な
戦
場
と
な
り
、
特
別
な
感
憎
が
あ
る
の
も
理
解
し
、
十
分
配
慮
し
て
も
の
ご
と
を
扱
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
１
）
天
皇
が
沖
縄
国
体
の
際
に
、
天
皇
と
し
て
初
め
て
沖
縄
を
訪
問
す
る
（
皇
太
子
時
代
に
一
度
あ
っ
た
）
と
い
う
こ
と
は
、
賛
成
・
反
対
に
拘

ら
ず
、
確
実
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
病
に
伏
し
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
各
種
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
報
道
機
関
の
調
査
な
ど
は
「
天
皇
の
沖
縄
訪
問

を
目
前
に
控
え
て
」
と
か
「
天
皇
の
戦
後
初
め
て
の
沖
縄
ご
訪
問
」
、
「
象
徴
天
皇
四
十
年
に
し
て
よ
う
や
く
実
現
の
機
会
が
十
月
に
訪
れ
た
」

（
い
ず
れ
も
朝
日
新
聞
一
九
八
七
年
九
月
一
八
日
朝
刊
「
沖
縄
県
民
の
意
識
」
調
査
）
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
県
民
に
と
っ
て
も
天
皇
が
直
接

来
沖
し
、
ど
の
よ
う
な
「
お
言
葉
」
を
述
べ
る
の
か
は
、
賛
成
派
、
反
対
派
に
拘
ら
ず
関
心
事
で
あ
っ
た
。
皇
太
子
の
代
読
し
た
「
お
言
葉
」

に
対
し
「
も
う
一
首
ほ
し
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
声
も
あ
っ
た
が
、
多
く
の
者
は
慰
麺
と
ね
ぎ
ら
い
の
こ
と
ば
に
感
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ

註
ろ
。
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（
皿
）
一
九
九
○
年
二
月
一
三
日
、
日
の
丸
焼
却
事
件
第
一
四
回
公
判
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
同
一
四
日
朝
刊
）
。

（
妬
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
’
九
八
七
年
一
○
月
三
○
日
朝
刊
。
同
村
と
し
て
は
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技
終
了
の
日
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
の
丸

焼
却
事
件
に
つ
い
て
区
切
り
を
つ
け
る
意
味
で
告
訴
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
事
件
に
つ
い
て
、
村
民
、
県
民
、
国
民
に
不
安
と
衝
撃

を
与
え
た
こ
と
に
過
憾
の
意
を
表
明
し
た
。

（
焔
）
「
世
代
を
結
ぶ
平
和
の
像
」
が
破
壊
さ
れ
た
の
を
契
機
に
「
長
崎
平
和
の
母
子
像
」
を
建
て
た
グ
ル
ー
プ
が
抗
議
署
名
を
集
め
た
り
、
学
習

会
を
開
く
な
ど
し
て
、
被
爆
地
長
崎
で
支
援
の
輪
が
広
が
っ
て
い
る
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
二
月
三
日
朝
刊
）
。
東
京
の
抗
識
集
会

で
は
「
知
花
昌
一
氏
の
日
の
丸
掲
揚
阻
止
行
動
を
支
持
し
、
平
和
の
像
破
壊
に
抗
識
し
、
右
翼
の
テ
ロ
行
為
を
群
さ
な
い
」
と
い
う
声
明
文
を

採
択
し
た
。
「
沖
縄
で
は
言
論
・
表
現
の
自
由
が
侵
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
報
告
も
あ
っ
た
（
同
一
二
月
七
日
夕
刊
）
。
地
元
読
谷
村
で
は

「
読
谷
村
民
の
平
和
運
動
を
共
に
考
え
る
会
」
が
集
会
を
開
き
、
全
国
的
に
知
花
被
告
を
支
援
す
る
運
動
を
広
げ
て
い
く
こ
と
な
ど
を
確
認
し

〆へ〆■、

１４１３
、、グ、□’

と
述
べ
た
（
朝
日
新
聞
一
九
八
六
年
六
月
二
二
日
）
。

（
７
）
朝
日
新
聞
一
九
八
六
年
三
月
二
日
朝
刊
。

（
８
）
朝
日
新
聞
一
九
八
七
年
九
月
一
八
日
朝
刊
。

（
９
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
○
月
二
○
日
朝
刊
。

（
皿
）
一
九
八
九
年
五
月
二
九
日
の
日
の
丸
焼
却
事
件
第
九
回
公
判
に
お
け
る
知
花
被
告
の
意
見
陳
述
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
’
九
八
九
年
五
月
三
○
日

朝
刊
）
お
よ
び
同
事
件
第
一
四
回
公
判
に
お
け
る
山
内
読
谷
村
村
長
の
証
言
（
同
一
九
九
○
年
二
月
一
三
日
夕
刊
）
参
照
。

（
、
）
興
味
深
い
こ
と
に
、
文
部
省
調
べ
の
「
昭
和
五
九
年
度
卒
業
式
の
日
の
丸
掲
揚
・
君
が
代
斉
唱
の
状
況
」
に
よ
れ
ば
、
高
知
を
除
く
四
国
三

県
が
小
・
中
・
高
と
も
日
の
丸
掲
揚
が
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
高
知
は
そ
れ
ぞ
れ
四
五
、
四
五
・
七
、
七
三
・
一
一
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
君
が
代
に
つ
い
て
も
他
の
一
一
一
県
が
ほ
ぼ
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
・
中
・
高
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
六
・
一
一
一
、
二
五
、

’
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。

（
⑫
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
○
月
二
五
日
朝
刊
。

前
註
参
照
。
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（
四
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
二
月
二
一
日
夕
刊
。

（
別
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
八
年
三
月
一
○
日
夕
刊
お
よ
び
同
五
月
三
○
日
夕
刊
。
い
ず
れ
も
被
告
ら
は
「
国
旗
を
焼
き
捨
て
た
の
だ
か
ら
、
火

を
用
い
て
報
復
す
る
の
が
適
当
と
し
て
ス
ー
パ
ー
を
焼
い
た
」
（
同
三
月
一
五
日
夕
刊
）
、
「
日
の
丸
焼
却
事
件
に
反
感
を
抱
い
て
い
た
。
同

事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
男
性
が
制
作
に
か
か
わ
っ
た
平
和
の
像
を
壊
そ
う
と
思
っ
た
」
（
同
一
九
八
七
年
一
二
月
二
一
日
夕
刊
）
と
犯
行
の
動
機

（
皿
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
八
年
二
月
一
二
日
朝
刊
。
同
大
学
で
は
戦
後
も
祝
日
な
ど
に
日
の
丸
掲
揚
を
続
け
て
き
た
が
、
学
生
自
治
会
な
ど
が

抗
議
行
動
に
出
た
た
め
、
大
学
側
は
、
’
九
八
七
年
三
月
、
掲
揚
し
な
い
と
決
め
て
い
た
。

（
犯
）
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
三
月
一
○
日
夕
刊
。
立
教
大
学
側
は
「
こ
れ
ま
で
掲
揚
し
て
い
た
の
は
慣
例
に
よ
る
。
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

特
別
の
理
由
は
見
い
出
せ
な
い
の
で
、
取
り
止
め
る
こ
と
に
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
た
（
同
一
二
月
一
三
日
朝
刊
）
ま
た
、
教
育
現
場
で
の
日
の
丸
・
君
が
代
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
卒
業
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
て
、

各
地
の
市
民
団
体
が
東
京
で
集
会
を
開
き
、
知
花
被
告
の
裁
判
を
支
援
し
、
教
育
現
場
で
の
日
の
丸
掲
揚
反
対
運
動
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
決

め
た
（
同
一
九
八
八
年
三
月
四
日
夕
刊
）
。

（
Ⅳ
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
二
月
一
九
日
朝
刊
。
読
谷
村
議
会
は
一
八
日
の
本
会
蟻
で
同
宣
言
を
採
択
し
た
が
、
同
時
に
提
出
さ
れ
て
い

た
山
内
村
長
の
不
信
任
決
議
案
は
否
決
さ
れ
た
。

（
肥
）
二
人
の
知
花
被
告
に
対
す
る
初
公
判
が
一
九
八
八
年
一
月
二
六
日
、
そ
れ
ぞ
れ
午
前
、
午
後
に
那
覇
地
裁
で
行
な
わ
れ
た
（
沖
縄
タ
ィ
ム
ス

’
九
八
八
年
一
月
二
六
日
夕
刊
お
よ
び
同
二
七
日
朝
刊
）
。
事
件
の
同
時
性
や
共
通
し
た
証
人
、
そ
し
て
何
よ
り
も
両
裁
判
と
も
日
の
丸
論
争

を
取
り
上
げ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
弁
護
側
は
両
裁
判
の
併
合
を
申
し
入
れ
て
い
た
が
、
裁
判
所
は
分
離
す
る
と
し
て
い
る
（
同
五
月
九

を
語
っ
て
い
る
。

日
夕
刊
）
。
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三
学
習
指
導
要
領
と
日
の
丸
・
君
が
代

一
九
九
○
年
三
日
一
五
日
、
文
部
省
は
新
学
習
指
導
要
領
を
告
示
し
た
。
今
回
の
改
訂
は
、
’
九
四
七
年
に
学
習
指
導
要
領
が
作

成
さ
れ
て
以
来
、
初
め
て
幼
稚
園
か
ら
小
・
中
・
高
校
ま
で
を
一
斉
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
っ
起
処
前
回
の
改
訂
（
小
・
中
校
一
九

七
七
年
、
高
校
一
九
七
八
年
）
か
ら
一
○
年
以
上
経
っ
て
お
り
、
世
の
中
の
進
展
と
時
代
に
即
し
た
教
育
と
い
う
面
か
ら
も
そ
ろ
そ

ろ
改
訂
の
時
期
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
育
の
導
入
、
中
学
の
履
修
の
大
幅
選
択
制
、
高
校
の
単
位
制
の
弾
力
的
取

り
扱
い
な
ど
は
、
時
代
の
先
端
技
術
や
社
会
の
多
様
化
に
即
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
全
国
的
に
一
定
の
水
準
を
確
保
し
、

全
国
ど
こ
に
い
て
も
同
水
準
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
を
国
民
に
保
障
す
る
と
い
う
本
来
の
学
習
指
導
要
領
に
要
請
さ

れ
て
い
る
も
の
に
合
致
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
今
回
の
新
学
習
指
導
要
領
の
内
容
が
、
す
べ
て
こ
の
本
来
の
要
請
に
合
致
す

る
か
と
い
う
と
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

新
学
習
指
導
要
領
で
と
く
に
批
判
を
受
け
て
い
る
の
は
、
入
学
式
・
卒
業
式
に
お
け
る
「
国
旗
・
国
歌
」
の
強
制
と
、
道
徳
教
育

の
強
化
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
は
、
新
学
習
指
導
要
領
が
告
不
さ
れ
て
間
も
な
い
一
一
一
月
二
七
日
に
移
行
濯
楊
を
し
て
告
示
さ
れ
、

（
２
）

翌
年
四
月
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
旗
・
国
歌
に
関
す
る
内
容
は
入
学
式
・
卒
業
式
に
限

ら
ず
、
複
数
の
教
科
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
文
部
省
は
国
旗
の
掲
揚
・
国
歌
の
斉
唱
は
入
学
式
・
卒
業
式
に
限

る
と
し
て
い
る
が
、
小
・
中
学
校
の
社
会
科
や
地
歴
・
公
民
で
は
「
小
・
中
学
校
を
通
じ
て
我
が
国
の
国
旗
と
国
歌
の
意
義
を
理
解

（
３
）

さ
せ
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
入
学
式
・
卒
業
式
に
お
け
る
「
国
旗
・
国
》
堅
の
掲
揚
・
斉
唱
は
小
・

中
・
高
校
を
通
じ
て
特
別
活
動
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
国
旗
・
国
家
と
は
「
日
の
丸
」
「
君
が
代
」
を
指
す
と
い

う
の
が
政
府
お
よ
び
文
部
省
の
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
校
社
会
科
六
年
で
は
、
「
天
皇
に
つ
い
て
の
理
解
と
敬
愛
の
念
を
深
め

る
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
日
の
丸
・
君
が
代
・
天
皇
の
三
点
セ
ッ
ト
が
教
育
の
な
か
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
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い
ず
れ
も
教
育
水
準
●
の
確
保
と
い
う
‐
本
来
の
学
習
指
導
専
嶺
に
対
す
る
要
請
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
一
一
点

セ
ッ
ト
の
導
入
に
至
る
ま
で
の
学
習
指
導
塞
餌
の
移
り
変
り
を
簡
単
に
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
学
習
指
導
襄
領
の
根
源
的
、
基
本
的
性
格
を
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
次
の
文
に
注
目
し
て
も
ら
い
た

い
。
「
新
し
く
児
童
の
要
求
と
社
会
の
要
求
と
に
応
じ
て
生
ま
れ
た
教
科
課
程
を
ど
ん
な
ふ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
を
韓
帥
自
身
が

自
分
で
研
究
し
て
い
く
手
引
き
と
し
て
醤
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
一
九
四
七
年
一
一
一
月
一
一
○
日
付
け
発
行
の
「
学
習
指
導
要

領
一
般
編
（
試
案
）
」
の
序
論
で
あ
譜
》
新
一
騨
法
の
雄
竹
を
控
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
教
育
の
自
由
を
十
分
に
尊
重
し
た

「
要
領
（
試
案
）
」
（
傍
点
筆
者
）
で
あ
っ
た
。
「
麸
即
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
す
る
の
に
対
し
て
、
基
準
を
与
え
、
援
助
を
与
え

匙
〕
）
と
い
う
ま
さ
に
、
子
供
が
学
習
し
て
い
く
う
え
で
謹
帥
は
ど
の
よ
う
な
教
育
的
指
導
を
与
え
た
ら
良
い
か
と
い
う
こ
と
を
埜
郵
帥

自
身
が
模
索
し
て
い
く
中
で
、
そ
れ
を
手
助
け
し
て
ゆ
く
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
七
月
、
第
一
回
改
訂
が

行
な
わ
れ
た
が
、
「
試
案
」
の
一
一
字
は
依
然
と
し
て
付
い
て
お
り
、
手
引
き
と
し
て
の
性
格
は
》
維
持
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同

改
訂
版
の
学
習
指
導
要
領
一
般
編
序
論
に
は
、
学
習
指
導
襄
餌
は
「
基
本
的
な
示
唆
を
与
え
る
指
導
書
」
で
あ
り
、
「
決
し
て
教
育

を
画
一
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
五
八
年
一
○
月
一
日
の
改
訂
で

は
、
学
習
指
導
塞
餌
の
表
紙
か
ら
「
試
案
」
の
文
字
が
消
え
、
さ
ら
に
告
示
と
い
う
形
式
で
公
示
さ
れ
た
の
で
法
的
拘
一
禾
刀
を
持
つ

（
６
）

と
い
う
｝
」
と
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
学
校
行
事
で
は
「
国
旗
を
掲
揚
し
、
君
が
代
を
せ
ぃ
唱
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
さ

れ
た
の
で
あ
鶏
）
一
九
六
八
年
七
月
一
一
日
の
小
学
校
改
訂
に
始
ま
る
第
四
回
改
訂
で
は
、
つ
め
こ
み
教
育
が
強
化
さ
れ
、
神
話
教

育
も
復
活
し
た
。
さ
ら
に
一
九
七
七
年
七
月
一
一
一
一
一
日
の
改
訂
で
日
の
丸
・
君
が
代
の
国
旗
・
国
歌
化
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
今
回
の
改

訂
に
お
け
る
国
旗
・
国
歌
の
尊
重
、
天
皇
へ
の
敬
一
蕊
指
導
と
あ
い
な
る
。
こ
れ
で
も
足
り
ず
、
ご
丁
寧
に
学
校
現
場
で
の
日
の
丸
・

君
が
代
の
強
制
ま
で
盛
り
込
ん
で
…
。
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本
来
な
ら
来
年
度
二
九
九
二
年
度
）
以
降
実
施
さ
れ
る
は
ず
の
新
学
習
指
導
要
領
が
一
部
だ
け
先
取
り
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
一

部
に
対
す
る
違
反
と
い
う
こ
と
で
教
師
が
処
分
さ
れ
た
。
福
岡
県
中
間
市
内
の
小
学
校
で
行
な
わ
れ
た
卒
業
式
、
入
学
式
で
、
日
の

丸
・
君
が
代
の
掲
揚
・
斉
唱
を
妨
害
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
と
し
て
教
師
ら
七
四
人
が
処
分
や
指
導
を
受
け
た
の
で
あ
詮
叩
）
こ
れ
に
対

し
教
師
や
父
母
な
ど
が
「
思
想
信
条
の
自
由
を
侵
す
も
の
」
と
し
て
撤
回
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
憲
法
論
議
は
日
の
丸
焼
却
事
件

裁
判
な
ど
で
も
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
菊
川
治
（
新
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
ね
ら
い
と
改
善
の
概
要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
四
号
三
○
頁
。

（
２
）
沖
縄
タ
イ
ム
ス
’
九
八
九
年
三
月
二
八
日
朝
刊
。

（
３
）
菊
川
前
掲
論
文
三
四
頁
。

（
４
）
永
井
憲
一
「
戦
後
の
教
育
課
程
法
制
と
学
習
指
導
要
領
」
法
律
時
報
六
二
巻
四
号
八
頁
参
照
。

（
５
）
永
井
前
掲
論
文
八
頁
参
照
。
文
部
省
が
一
九
五
○
年
八
月
に
、
第
二
次
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団
に
提
出
し
た
「
日
本
に
お
け
る
教
育
改
革
の

進
展
」
と
い
う
報
告
書
の
な
か
の
文
言
で
あ
る
。

（
６
）
部
分
的
に
は
、
一
九
五
五
年
一
二
月
五
日
の
高
校
「
一
般
編
」
改
定
で
「
試
案
」
の
文
字
が
消
え
て
い
る
。
永
井
前
掲
論
文
一
一
頁
の
表

（
解
説
教
育
六
法
」
三
省
堂
よ
り
引
用
）
参
照
。

（
７
）
成
蝋
陸
「
新
学
習
指
導
要
領
の
法
的
問
題
点
」
法
律
時
報
六
二
巻
四
号
三
九
頁
。

（
８
）
朝
日
新
聞
一
九
九
一
年
八
月
七
日
朝
刊
。


